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２０２１年度 相模女子大学短期大学部 点検評価報告書 

 

相模女子大学短期大学部 

学長 田畑 雅英 

 

はじめに 

 2021 年度における相模女子大学短期大学部の教育・研究活動等についての点検評価は、

2020 年 3 月に施行された「相模女子大学内部質保証に関する規程」に沿って実施した。こ

の点検評価は 2020年度から始められ、今年度は 3年度目にあたる。まず、自己点検評価委

員会において、学科、短期大学部、各事務部（以下「各機関」）を単位として、大学・短期

大学基準協会の評価基準に照らした点検・評価を行い、評価結果をとりまとめた後、質保証

委員会において審議・評価を行い、各機関に結果をフィードバックするとともに、必要に応

じて改善を指示した。それに対して、該当機関に改善報告書の提出を求め、質保証委員会に

おいて審議した後に大学評議会において報告を行った。これによって、PDCA サイクルが適

切に運用されるよう努めている。 

 本報告書は、質保証委員会委員長である学長の責任においてまとめたものであり、学内外

に公表される。 

 

Ⅰ．点検・評価結果の総括 

【別添】2021年度点検評価報告書（短期大学部食物栄養学科、各事務部） 

 

 2021年度においても、コロナ禍への対応が最大の課題となった。神奈川県にも年度を通

してまん延防止等重点措置が繰り返し発出され、それに対応して、オンライン授業への切

り替えのほか、クラブ活動や校外での諸活動にも制限を加えざるを得なかった。そうした

中で、各教員や学科・短期大学部が、教育の質を低下させないよう、可能な限りの対応を

行なって、授業をはじめとする教育の維持に努めたことは、高く評価すべきである。コロ

ナ禍が本格化して 2年目となり、昨年度の経験の蓄積があったこと、また、新設の情報シ

ステム課を中心としたオンライン授業の環境整備が一定程度進んだことはあっても、各授

業担当者の労苦は大きく、あらためて厚くお礼申し上げたい。なお、学生を主対象とした

２度の新型コロナワクチン大学拠点接種も実施された。実施にあたっては北里大学のご協

力を得たほか、後援会の援助もいただき、担当事務部署の尽力と、実施期間における授業

担当教員の理解協力も得て、無事に完遂できたことにもあらためて感謝申し上げる。 

 学生募集については、残念ながら、前年度を下回る結果となった。全国的な短大の募集傾

向と同様な結果とはいえ、問題点を分析し、次年度の募集戦略をきめ細かく立て直すなど、

対策を講じるとともに、短期大学部全体の再構築も検討したい。 

 事務部門についても、昨年度に引き続き、コロナ禍の状況の変化に対応して、短期大学

部の教育維持に尽力した功績は大きい。可能な範囲で対面授業も実施しながら、大きなク

ラスターを発生させなかったことは、学生自身の感染防止への協力とあわせ、教職学の協

働の賜物とも言える。昨年度も言及した ICTの充実とオンライン授業への支援について

は、新設された情報システム課が中心となってよく努力し、一定以上の整備を見ることが

できた。コロナ禍の収束はまだ見通せず、今後もいっそうの努力の継続を望みたい。 

 社会貢献・社会連携においては、コロナ禍の中でも引き続きオンラインなどを活用して

活動を続けた。生涯教育においては、さがみアカデミーを全面的にオンラインによって講

座を展開したが、多数の受講者を獲得するには至らなかった。小田急「まなたび」との連

携による募集方法と広報の強化など、新たな試みの成果に注目したい。 

 内部質保証については、半期ごとの点検評価とフィードバック、改善指示というピッチ

を速めたサイクルが稼働し始めたことにより、改善の加速が期待できる体制が整った。今

後も質保証委員会を中心に、各部の意識を高めて、実効ある改善をめざしたい。 
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学科、短期大学部、各事務部署において、点検評価に着実に対応していただいたことに

感謝するとともに、今後ともいっそうの協力をお願いしたい。 

 

Ⅱ．中期計画の実現に向けて 

中期計画で掲げた「SDGs に基づく開かれた大学へ」の実現に向けて、大学改革ワーキン

ググループ（以下 WG）を設置し、大学改革５カ年計画を開始した。 

テーマとしたのは、①卒業生との連携強化、②多様な生涯学習のあり方と、本学における

位置づけの検討（※相模原市委託研究「地域連携による障害者の生涯学習機会の拡大促進」

をサブ WGとして設置）、③地域社会との連携の深化、④学部・学科・研究科の連携促進、⑤

全学的なグローカル化の促進、⑥ICT活用教育の推進・学修成果の可視化の６点で、どれも

大学院・大学・短期大学部の将来的な発展のためには重要課題と位置付けられるものである。

WG の構成員は、学長、副学長、大学教員に事務職員を加えたことにより、教職協働での幅

広い視点による検討が進められた。 

特に、④学部・学科・研究科の連携促進及び、⑥ICT活用教育の推進・学修成果の可視化

については、早期に具体的方策を立てるべき喫緊の課題とし、WGもそれぞれ年 10回開催さ

れるなど精力的に検討が重ねられた。結果については、以下の各項目にて後述するが、この

間、一定の成果が挙げられ、次年度の事業計画に繋げられている。その他のテーマ（上記①

②③⑤）については、将来構想づくりのためのブレインストーミングを行う WGと位置づけ

られ、活発な意見交換が行われた。 

2021年度事業計画として、具体的に位置づけた各計画の進捗状況は以下のとおりである。 

 

１．地域、社会連携の一層の発展と充実  

地域・社会連携の発展に向けて、主に地元地域（神奈川県、相模原市）との連携を強化

すべく、12 月に公益社団法人相模原市観光協会、１月に神奈川県立総合教育センターと

それぞれ包括的な連携協定を締結した。また、自治体や企業との連携事業を学科に繋ぐ取

り組みを行なっており、これらの連携事業を本学の学びの特色として学内外へ周知する

べく、社会的認知を深めるための広報活動を展開した。 

同時に、これら連携事業への学生の参画を促すために、今年度は、既存のプログラムを

自治体や企業等と協働でオンラインを活用した活動へシフトし、コロナ禍においても実

施可能な「Sagami チャレンジプログラム」として実施した。併せて、同プログラムの学

びの仕組み「マーガレットスタディ」のプログラム数を増強するなど、学生の参画意欲を

高める方策を講じ、その結果、参加学生も増加した。 

他方で、地域・社会連携の活動で積み上げたキャリアをどのように可視化するのかとい

うテーマについて、PROGを用いた客観的データおよび学生自身によるセルフチェックのデ

ータ検証を行った。また、正課で運用している manabaのポートフォリオ機能を利用して、

正課における学修成果と連動したシステムの運用方法の検討を行った。 

卒業生をはじめとした社会人とのつながりを深める取り組みについては、「卒業生との

連携強化」をテーマにした WG①を設置し、同窓会および就職支援課と卒業生の連携の状

況や、他大学の事例調査や卒業生のニーズ等を確認し、今後の進め方についても検討を行

った。また、夢をかなえるセンター（連携教育推進課）では、卒業生が「Sagamiチャレン

ジプログラム」の活動を通じて学生支援に携わることができる「卒業生アドバイザー制度」

を新設した。 

 

２．学部・学科間の交流の活発化による幅広い教育・研究の実現  

この間、実施している学科横断プログラムについては、学科横断プログラム運営委員会

にて、プログラムの成果の検証方法や内容を検討し、プログラムを修了した 4 年生に対

し、身についたスキルや就職活動での役立ち度、就職先・進路先等を問うアンケートを実

施した。今後は、アンケートの集計結果を分析し、新たな学部・学科間の交流の検討に繋
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げる。 

 一方、栄養系 3学科（栄養科学部健康栄養学科・管理栄養学科及び、短期大学部食物栄

養学科）の新たな体制の構築については、WG④にて検討が重ねられた。その結果、「地域で

暮らす人々の生活に根差した健康を実現する」というコンセプトの下、①健康栄養学科に

おいて、新たにスポーツ栄養学に関連する専門コースを導入し、アスリートや子どもに対

して、食育とスポーツ（運動）を一貫してサポートできる人材を輩出できるようにするこ

と、②3学科共通で、「地域」のことをどのように見つめていくかを学ぶ機会を設けること

等が再編案としてまとめられ、次年度の事業計画に引き継がれている。なお、短期大学部

のあり方については、別途、検討が行われており、こちらも次年度以降の継続課題となっ

ている。 

 また、教員が個人の研究領域を超えて互いの研究内容を共有し、情報交換することで創

発的な研究活動を促進することを目的として、WG⑤において、研究機関として、大学の教

員の交流を促進していく方向性が確認され、意見交換が行われた。この点については、今

後、具体的な検討に移ることとなる。 

 

３．ICT の活用による新たな教育方法の確立と、学習プロセスの可視化促進  

ICTの活用による新たな教育方法の確立とその環境整備については、コロナ禍において

喫緊に対応すべき課題となり、本学においても適宜対応している。2022 年度は、オンラ

イン授業の課題や効果を確認し、Withコロナ時代に適した 2022年度版の授業運用ガイド

ライン（対面・オンライン）を作成した。また、ICTを活用した授業メソッドを共有すべ

く、主に manabaを活用したオンライン授業の実践例について、FD研修会においてテーマ

として取り上げ、個人としての知識や経験を全教員で共有し、授業の質の向上に繋げた。 

ICT環境整備については、2021年４月に情報システム課が設置されたことにより、コロ

ナ禍における授業運営のための環境整備を最優先にハード・ソフト両面で対応した。WG⑥

においては、今後の情報処理教室のあり方も検討され、学生の自習スタイルの多様化に合

わせたリニューアルの方針が次年度の計画に引き継がれている。 

なお、正課における学修成果の可視化は WG⑥のテーマとなっているが、コロナ禍での授

業対応や ICT環境整備が優先されたことにより、本格的な検討は昨秋より開始された。具

体的な方策は、次年度の事業計画に引き継がれており、早期の実現を望みたい。あわせて、

オンライン型授業を活用した新たなカリキュラムと大学教育のあり方についても、次年度、

コロナ禍における経験や授業運用ガイドラインの内容を踏まえ、2023年度以降の大学教育

のあり方について議論を開始したい。 

 

４． IRを活用した学生実態の把握と、それに基づいた学生サポートの展開  

学生実態の把握については、学内の各種データを収集しながら、諸改善を図っている。

2020年度に実施した各部署の保有データに関する調査回答については、データの整理を

進め、今後の施策に必要なデータとして活用しているほか、既存データを活用したクロ

ス分析を行い、入試形態別の成績分布（GPA獲得状況）をまとめ、大学評議会等で報告し

た。今後も引き続き、2020 年度に実施した卒業年次生アンケートや 2021 年度実施分の

新入生アンケートなど集計・分析が完了しているデータを活用し、さまざまな改善に繋

げたい。 

学生サポートについては、その他に、マーガレット本館のラーニングコモンズを拠点と

した各種学生向け講座の展開や学生からの要望に基づく什器類のレイアウト変更を実施

した。また、学修相談デスクをスタートさせ、補完教育やライティングサポートができる

環境を整えた。 

附属図書館においては、グループ学習室の什器を可動式のものに更新し、タブレット PC

やミーティングボードを置くことで、多様な学習に対応できる環境を整えるとともに、７

号館においては Wi-Fi 環境や充電スポットの整備など自習スペースとしての機能向上を
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図った。 

 

５．内部質保証の仕組みの確立と、課題に迅速に対応する態勢の構築  

従来の内部質保証システムを進化させ、全学的な内部質保証を推進する「質保証委員会」

により、点検評価結果の検証や改善指示を行う体制を構築した。また、半期毎に点検評価

を実施することにより、改善を迅速にし、点検評価結果を予算や事業計画に反映できるよ

う態勢を整えた。 

2022 年度は、大学において大学基準協会の認証評価を受審し、「適合」の評価を得た。

受審に当たり、学内で質保証への意識を高められたことは有益であった。今後は、受審で

受けた提言等（指摘事項）について、質保証委員会を中心に改善を図りながら、大学の質

の向上を実現するとともに本学の質保証システム自体の進化に繋げたい。 

 

６．18 歳人口の減少や社会動向を踏まえた学生受入れ方法の再構築  

学生確保のためには、指定校推薦による入学者増が重要であるため、特に栄養系学科に

おいて新規の指定校を大幅に追加するとともに大学・短期大学部全体でも見直しを図っ

た。併せて、高校との信頼関係を構築し、学生確保に繋げるために、高校での模擬授業や

大学での授業体験等を高大接続の連携事業と位置づけ、高校との包括協定締結に向けた

協議を開始した。 

また、18 歳人口に頼らない新たな学びの場づくりに向けて、生涯学修支援課にて、社

会人を対象としたリカレント講座の検討を行ない、次年度秋季のパイロット版開催をめ

ざした準備を進めた。WG②では、「さがみアカデミー」を発展させ、別の枠組みとした新

たな教養講座の体制を検討し、本学独自のリカレント教育の推進を進めた。専門職大学院

「社会起業研究科」が中心となり、地域へ向けた社会起業フォーラムをオンラインで開催

するなど、学生受け入れに向けた取り組みを様々な視点から実施した。 

 

 

以 上 

 



 

 

 

2021年度【最終】相模女子大学短期大学部  

点検評価報告書に対するフィードバック 

 

＜短期大学部＞点検評価報告書 

 

＜短期大学部＞質保証委員会からの点検評価報告書に対するフィードバック 

 

 

総括（200字程度） 

  

カリキュラムポリシーに合致した学位授与の方針に則った教育課程の編成および

実施は良好である。しかしながら、現行のカリキュラムは旧カリキュラムの問題点

であった卒業率および栄養士資格取得率の低下には著効を示さず、また、一部科目

の履修率低下による食品衛生監視員および食品衛生管理者の資格取得率の低下を

招いた。これらの問題に対する対策について全教員で検討を続けている。これらの

原因究明と対策については「ルーブリック評価」の導入による客観的な測定・評価

が急がれる。 

 

2020年度に認識した重点課題に対する 

2021年度の改善に向けた計画や 

目標（200字程度） 

昨年度に引き続き、学生の就職先と卒業後数年を経過した者への定期的なアンケー

ト調査を実施することが求められる。また、食品衛生監視員および食品衛生管理者

の資格取得率の低下については対応策を実施したので推移を見守りたい。「ルーブ

リック評価」を早急に導入し、問題の量的・質的データを取得してより効果的な対

策を打つ必要がある。 

 

総合評価（S・A・B・C） B 

評価結果に対する 

コメント（200字程度） 

  

コロナ禍にあっても授業運営・内容に工夫を重ね、教育の質を維持した点は高く評価できる。資格

取得率の上昇を目指した取り組みは、継続した取り組みが必要である。最大の課題である募集に

関しては、先日のミニオープンキャンパスの短大独自企画への積極的な参画など、新たな試みに

取り組む意欲があらわれているところであるが、引き続き全教員の協調のもとに努力を継続して

ほしい。 

  

改善事項（200字程度） 短大の特性をいま一度見直し、短大志願者の動向に基づいて、4年制大学とは異なった募集戦略を

立てる必要がある。 

総合評価（S・A・B・C） B 



2021 年度【最終】事務部門点検評価報告書フィードバック 

【質保証委員会からのフィードバック】 

評価 S：卓越した水準にある A：概ね適切である B：努力が求められる C：抜本的な改善が求められる 

基準 評価結果に対するコメント 改善事項 総合評価 

１
．
理
念
・
目
的 

大学の理念・目的は適切に設定され、公表も

妥当に行なわれている。2021 年度に受審した

大学基準協会の認証評価でも全体として「適

合」との評価を得ることができた。2021～25

年の中期計画の実現をめざして、6 つのテーマ

に沿った大学改革ワーキンググループが作業

を開始したが、教員と事務職員が共働で検討

を進めているのは有意義な試みである。大学

改革懇談会に法人常勤理事の出席を依頼し、

大学を取り巻く状況や課題を共有する機会と

なったのも前進である。 

 

 

 

 

 

 

中期計画の進捗状況について、情報の共有をさ

らに進めることが求められる。大学改革懇談会

については、テーマ設定や講師の選定にさらに

工夫を加えて、単なる情報共有にとどまらず、

意見交換を通じて具体的な改善に活かしていく

ことが求められる。 

A 

２
．
内
部
質
保
証 

年度内半期ごと計２回の点検評価とフィード

バックというサイクルが稼働し始め、改善の

進捗を早めるとともに、予算検討との連動も

可能な体制が整えられた。 

研究科長・学部長の権限の明確化という課題

も、規程改正によって実現できた。 

大学基準協会による大学認証評価で提示され

た改善事項については、質保証委員会が中心

となって着実に対応していく必要がある。 

短期的に迅速に解決すべき課題の対応体制は整

いつつあるが、中長期的な課題について解決の

プロセスを明確にし、改善していくことが求め

られる。 

A 

３
．
教
育
研
究
組
織 

生涯教育について検討が行なわれ、リカレン

ト教育の体系的な講座を次年度に試行的に開

催することが決定された。 

教職センターの位置づけなどについて、規程

が整備されたことは前進である。 

 

生涯教育の講座については、試行の結果もふま

えて、さらに持続発展させるための方策をまと

めていく必要がある。 

教職センターは、教職取得者の支援に大きな成

果をあげているが、組織運用上の整備をさらに

進めることが望まれる。 

 

A 

４
．
教
育
課
程
・ 

学
習
成
果 

2020 年度に引き続き、コロナ禍の中で、オン

ライン授業の体制構築・維持のために、担当

事務課は教員と協働して非常な努力を傾注し

た。ICT 環境の整備については、新設の情報

システム課が中心となって努力し、進展し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学修成果の可視化については、ワーキンググル

ープを中心に検討が行なわれたが、なお十分に

進展したとは言えず、さらに努力する必要があ

る。 

資格取得のための履修 CAP 超過の問題に関する

制度整備は課題である。 

平常時における対面授業科目とオンライン授業

科目の仕分けと運用の制度整備も喫緊の課題で

ある。 

A 

５
．
学
生
の 

受
け
入
れ 

2022 年度入学生数は前年度を下回った。本学

だけのことではなく、全体的な傾向の波を本学

も受けた結果とは言えるが、好調な学科とそう

ではない学科があり、原因を十分に分析して、

次年度の募集に活かす必要がある。 

 

 

入学者が減少した短期大学部については、全体

の体制を含めた見直しと対策を立てる必要があ

る。きめ細かな募集戦略の立て直しとともに、

入学辞退者の減少に向けた対策も必要である。

高等部や指定校との連携の強化も課題である。 

B 



６
．
教
員
・ 

教
員
組
織 

基本的に適切に運用されているが、数年後に

多数の定年退職者が予定されていることか

ら、採用計画に遺漏がないことを期するとと

もに、とりわけ栄養系学科を中心に、近い将

来のあるべき形についてワーキンググループ

を中心に検討を進め、一定の素案を得た。ま

た、短期大学部の今後のあり方についても検

討が進められている。 

短期大学部については、将来的な形態を早急に

策定する必要がある。栄養系学科については、

新たな体制を決定し、文部科学省への手続準備

に入ることが求められる。 

A 

７
．
学
生
支
援 

コロナ禍が続く中で、学生の学修や生活、就職

支援に注力し、就職においてはほぼ例年並みの

結果を出すことができた。 

学生相談室・保健センターの運用にも改善が見

られた。なお、学生相談室の今後の運営体制に

ついて一定の結論を出す必要がある。 

 

正課外活動における学修成果の可視化は重要な

検討課題である。コロナ禍がなお尾を引く中で、

その影響へのできるだけきめ細かな対応が望ま

れる。また、海外への渡航を伴う留学・語学研修

プログラムが廃止となっており、本学における国

際教育プログラムの再構築が求められる。 

 

A 

８
．
教
育
研
究
等 

環
境 

ICT 環境については、ネットワーク回線の増強

や Wi-Fi 環境の再構築、相談窓口の設置など、

ハード・ソフト両面で着実に向上している。 

ラーニングコモンズ内に相談スタッフを配置

し、自習用ブースも設置して、利用者も増加し

ている。 

研究面では、公的研究費の運営・管理の基本方

針を制定し、周知した。また、「研究機関にお

ける公的研究費の管理・監査のガイドライン

（実施基準）」の改正に対応した不正防止計画

及び、コンプライアンス教育・啓発活動実施計

画も定めるなど、研究倫理遵守のための関係整

備が進展した。 

学修成果可視化のための環境整備へのさらなる

検討が重要である。 

ICT 環境については、一定部分の整備が進んで

いるが、さらにオンライン授業に関する支援の

充実が望まれる。 

老朽化対策等、施設整備については、整備計画

に従い、着実に実行していくことが求められ

る。 

A 

９
．
社
会
連
携
・ 

社
会
貢
献 

公益社団法人相模原市観光協会、神奈川県立

総合教育センターとの包括的な連携協定を締

結する等、地元地域との連携を深める取り組

みを推進している。また、学生の活動を通じ

た社会貢献事業については、コロナ禍で安

心・安全を確保したうえでのノウハウが蓄積

されており、今年度、受審した大学認証評価

において「長所」とされる等、本学の特色と

して事業が推進されていると評価できる。 

生涯教育では、さがみアカデミーがオンライ

ン講座で受講者が減少したが、小田急「まな

たび」との連携など、広報の充実による効果

を注視したい。 

地元地域との連携を強化する施策はすでにいく

つかの機関との包括連携協定締結などを進めて

いるが、さらに推進を求めたい。 

本学における生涯教育の体制については、一方

でリカレント教育の展開、一方でワーキンググ

ループによる教養講座の再検討が進められてい

るが、特に後者の検討がはかどっていない。両

者を一体として総合的な形態を組み上げること

をめざして、検討と試行を進めることが求めら

れる。 

A 

⒑ 

大
学
運
営
・
財
務 

(

１)

大
学
運
営 

研究科長・学部長の職務・権限を規程の中に定

め、大学ガバナンスの整備が進んだ。 

ICT 環境とオンライン授業等の支援体制の整

備も、一定程度進捗している。 

職員人事制度の見直しについては、新評価制度

の検討が進められ 2022 年度からスタートする

が、さらに身分資格・給与制度についても検討

を行い、2023 年度からの実施が求められる。 

教員においては、学科―学部―大学・短期大学

部という意思決定過程において、学部の位置づ

けをより明確にし、堅牢な体制を構築すること

が望まれる。 

  A 



⒑ 
.

大
学
運
営
・ 

財
務(

２)

財
務 

今後10年間の財務シミュレーションを実施し、

問題点をある程度明確にすることができた。 

予算決定の過程を改善し、大学や事務局の関与

を高めることによって、より戦略的な予算運用

を可能にする方向をとった。 

予算決定の過程については、予算編成方針の策

定も含め、前年度の経験もふまえて、さらに改

善することが望ましい。 

A 

 


